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国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第

一

回

︵
特

別
︶

昭
和二二、
八、一五
ク
レ
ジ
ッ
ト
設
定
に
関
す
る
問
題

片
山
内
閣
総
理
大
臣
昭
和

︱

分︱

二二、
八、二一
輸
入
食
糧
放
出
許
可
に
関
す
る
件

平
野
農
林
大
臣

︱

︱

二二、
九、一八
関
東
、
東
北
地
方
の
水
害
の
状
況

木
村
内
務
大
臣

一
松
厚
生
大
臣

平
野
農
林
大
臣

︱

︱

二二、
九、二〇
関
東
、
東
北
地
方
の
水
害
の
状
況

苫
米
地
運
輸
大
臣

︱

︱

大
蔵
省
庁
舎
の
一
部
焼
失

栗
栖
大
蔵
大
臣

︱

︱

二二、
九、二九
関
東
、
東
北
地
方
の
水
害
の
状
況

木
村
内
務
大
臣

三
木
逓
信
大
臣

一
松
厚
生
大
臣

︱

︱

二二、
九、三〇
関
東
、
東
北
地
方
の
水
害
状
況
及
び
そ
の
復
旧
状
況

苫
米
地
運
輸
大
臣

︱

︱

二二、一一、
五
平
野
農
林
大
臣
の
罷
免
に
関
す
る
件

片
山
内
閣
総
理
大
臣

二二、一一、
五
日

自 

一〇

第

二

回

二三、
三、二六
米
国
陸
軍
次
官
ド
レ
ー
パ
ー
氏
と
の
会
見
経
過

芦
田
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

二三、
五、
一
関
西
方
面
に
お
け
る
朝
鮮
人
騒
擾
事
件

鈴
木
法
務
総
裁

二三、
五、
一
共

産 

一〇

二三、
六、二九
北
陸
地
方
の
震
災
状
況

苫
米
地
国
務
大
臣

︱

︱





一
三　

国
務
大
臣
の
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殊
な
事
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す
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報
告
一
覧
表

三
九
五



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第

三

回

︵
臨

時
︶
二三、一一、二九
ジ
フ
テ
リ
ア
予
防
接
種
事
件
、
大
阪
脳
神
経
病
院
の
被
収
容
者
処

遇
事
件
及
び
輸
血
に
基
づ
く
障
害
発
生
事
件

林

厚

生

大

臣

二三、一一、二九
社

会 

一〇

第

四

回

二三、一二、一八
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
以
降
の
政
府
職
員
の
俸
給
等
に
関
す
る
法

律
案
の
修
正
の
件

大
屋
大
蔵
大
臣

︱

︱

二三、一二、二一
政
府
職
員
の
新
給
与
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
の
衆
議
院
に
お
け
る
審
議
経
過

林

国

務

大

臣

︱

︱

第

五

回

︵
特

別
︶
二四、
四、二八
単
一
為
替
レ
ー
ト
の
設
定
の
件

池
田
大
蔵
大
臣

︱

︱

第

七

回

二四、一二、二三
統
制
緩
和
の
件

青
木
国
務
大
臣

︱

︱

第

十

回

二六、
二、一三
外
交
問
題︵
注
、
ダ
レ
ス
会
談
︶

吉
田
内
閣
総
理
大
臣

二六、
二、一四
社

会 

三〇

国

民 

二〇

労

農 

二〇

二六、
五、
七
桜
木
町
駅
に
お
け
る
国
電
の
事
故

山
崎
運
輸
大
臣

︱

︱

二六、
五、
九
外
交
問
題︵
注
、
ダ
レ
ス
会
談
後
の
経
過
︶

吉
田
内
閣
総
理
大
臣

二六、
五、一〇
社

会 

三〇

国

民 

二〇

第

一 

一〇

第
十
二
回

︵
臨

時
︶
二六、一一、一四
京
都
大
学
事
件

天
野
文
部
大
臣

︱

︱

社︵
四
︶ 

三〇

緑

風 

三〇

第
十
三
回

二七、
二、二八
日
米
安
全
保
障
条
約
第
三
条
の
規
定
に
基
く
行
政
協
定

岡
崎
国
務
大
臣

二七、
二、二九

社︵
二
︶ 

三〇

民

ク 

二〇

改

進 

二〇

第

一 
二〇

労

農 
二〇

共

産 

二〇

二七、
三、
六
北
海
道
地
方
の
地
震
に
よ
る
災
害

吉
武
国
務
大
臣

︱

︱

二七、
四、一四
航
空
事
故

村
上
運
輸
大
臣

二七、
四、一四
社︵
二
︶ 

一〇

二七、
四、二三
鳥
取
市
の
火
災
に
よ
る
災
害

野
田
国
務
大
臣

二七、
四、二三
社︵
四
︶ 

一〇

二七、
五、
六
メ
ー
デ
ー
当
日
の
騒
擾
事
件

木
村
法
務
総
裁

二七、
五、
六

社︵
四
︶ 

二〇

自

由 

二〇

社︵
二
︶ 

二〇

共

産 

一五

二七、
五、
九
日
航
機
遭
難
に
関
す
る
調
査
の
結
果

村
上
運
輸
大
臣

︱

︱

二七、
六、二〇
日
暮
里
駅
に
お
け
る
旅
客
死
傷
事
故

村
上
運
輸
大
臣

︱

︱

二八、
六、二六
外
交
問
題︵
注
、
Ｍ
・
Ｓ
・
Ａ
協
定
︶

緒
方
国
務
大
臣

二八、
六、二九
緑

風 

三〇

社︵
四
︶ 

三〇

社︵
二
︶ 

二〇

二八、
六、三〇
改

進 

一五

無

ク 

一〇

非

派 

一〇

緖

三
九
六



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第

三

回

︵
臨

時
︶
二三、一一、二九
ジ
フ
テ
リ
ア
予
防
接
種
事
件
、
大
阪
脳
神
経
病
院
の
被
収
容
者
処

遇
事
件
及
び
輸
血
に
基
づ
く
障
害
発
生
事
件

林

厚

生

大

臣

二三、一一、二九
社

会 

一〇

第

四

回

二三、一二、一八
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
以
降
の
政
府
職
員
の
俸
給
等
に
関
す
る
法

律
案
の
修
正
の
件

大
屋
大
蔵
大
臣

︱

︱

二三、一二、二一
政
府
職
員
の
新
給
与
実
施
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
の
衆
議
院
に
お
け
る
審
議
経
過

林

国

務

大

臣

︱

︱

第

五

回

︵
特

別
︶
二四、
四、二八
単
一
為
替
レ
ー
ト
の
設
定
の
件

池
田
大
蔵
大
臣

︱

︱

第

七

回

二四、一二、二三
統
制
緩
和
の
件

青
木
国
務
大
臣

︱

︱

第

十

回

二六、
二、一三
外
交
問
題︵
注
、
ダ
レ
ス
会
談
︶

吉
田
内
閣
総
理
大
臣

二六、
二、一四
社

会 

三〇

国

民 

二〇

労

農 

二〇

二六、
五、
七
桜
木
町
駅
に
お
け
る
国
電
の
事
故

山
崎
運
輸
大
臣

︱

︱

二六、
五、
九
外
交
問
題︵
注
、
ダ
レ
ス
会
談
後
の
経
過
︶

吉
田
内
閣
総
理
大
臣

二六、
五、一〇
社

会 

三〇

国

民 

二〇

第

一 

一〇

第
十
二
回

︵
臨

時
︶
二六、一一、一四
京
都
大
学
事
件

天
野
文
部
大
臣

︱

︱

社︵
四
︶ 

三〇

緑

風 

三〇

第
十
三
回

二七、
二、二八
日
米
安
全
保
障
条
約
第
三
条
の
規
定
に
基
く
行
政
協
定

岡
崎
国
務
大
臣

二七、
二、二九

社︵
二
︶ 

三〇

民

ク 

二〇

改

進 

二〇

第

一 

二〇

労

農 

二〇

共

産 

二〇

二七、
三、
六
北
海
道
地
方
の
地
震
に
よ
る
災
害

吉
武
国
務
大
臣

︱

︱

二七、
四、一四
航
空
事
故

村
上
運
輸
大
臣

二七、
四、一四
社︵
二
︶ 

一〇

二七、
四、二三
鳥
取
市
の
火
災
に
よ
る
災
害

野
田
国
務
大
臣

二七、
四、二三
社︵
四
︶ 

一〇

二七、
五、
六
メ
ー
デ
ー
当
日
の
騒
擾
事
件

木
村
法
務
総
裁

二七、
五、
六

社︵
四
︶ 

二〇

自

由 

二〇

社︵
二
︶ 

二〇

共

産 

一五

二七、
五、
九
日
航
機
遭
難
に
関
す
る
調
査
の
結
果

村
上
運
輸
大
臣

︱

︱

二七、
六、二〇
日
暮
里
駅
に
お
け
る
旅
客
死
傷
事
故

村
上
運
輸
大
臣

︱

︱

二八、
六、二六
外
交
問
題︵
注
、
Ｍ
・
Ｓ
・
Ａ
協
定
︶

緒
方
国
務
大
臣

二八、
六、二九
緑

風 

三〇

社︵
四
︶ 

三〇

社︵
二
︶ 

二〇

二八、
六、三〇
改

進 

一五

無

ク 

一〇

非

派 

一〇

緖

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

三
九
七



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
十
六
回

︵
特

別
︶

二八、
六、二九
九
州
地
方
の
水
害

緒
方
国
務
大
臣

︱

︱

二八、
七、
四
北
九
州
に
お
け
る
豪
雨
の
被
害
状
況

戸
塚
建
設
大
臣

︱

︱

二八、
七、一三
西
日
本
水
害
状
況
及
び
西
日
本
水
害
対
策
本
部
の
対
策
事
項

大
野
国
務
大
臣

二八、
七、一五
緑

風 

二〇

社︵
四
︶ 

二〇

社︵
二
︶ 

一五

二八、
八、
七
相
互
安
全
保
障
計
画
参
加
に
関
す
る
日
米
交
渉
経
過

岡
崎
外
務
大
臣

二八、
八、
七

社︵
四
︶ 

三〇

社︵
二
︶ 

二五

改

進 

二〇

無

ク 

一〇

非

派 

一〇

第
二
十
二
回

︵
特

別
︶

三〇、
四、三〇
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
に
関
す
る
報
告

高
碕
国
務
大
臣

︱

︱

三〇、
五、一三
宇
高
連
絡
船
の
遭
難
事
故

三
木
運
輸
大
臣

三〇、
五、一三
自

由 

一五

社︵
四
︶ 

一五

社︵
二
︶ 

一五

三〇、
五、二七
日
ソ
国
交
問
題

重
光
外
務
大
臣

三〇、
五、二七

自

由 

一五

緑

風 

一五

社︵
四
︶ 

一五

社︵
二
︶ 

一五

無

ク 

一五

第
二
十
四
回

三一、
三、二三
能
代
市
大
火
の
被
害
状
況
と
こ
れ
に
対
す
る
復
興
対
策

馬
場
建
設
大
臣

三一、
三、二三
無

ク 

一五

日
ソ
交
渉
の
経
過

重
光
外
務
大
臣

三一、
三、二三
社

会 

二〇

無

ク 

一〇

三一、
四、二七
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
賠
償
交
渉
に
関
す
る
経
緯
報
告

重
光
外
務
大
臣

三一、
四、二七
自

民 
二五

社

会 
二〇

第
二
十
六
回

三二、
五、一六
ア
ジ
ア
諸
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
訪
問
の
件

岸
内
閣
総
理
大
臣

三二、
五、一六
社

会 

二五

第
三
十
回

︵
臨

時
︶
三三、
九、三〇
第
二
十
二
号
台
風
の
災
害
状
況

遠
藤
建
設
大
臣

︱

︱

三三、一〇、一七
外
電
問
題

岸
内
閣
総
理
大
臣

三三、一〇、一七
社

会 

二〇

第
三
十
三
回

︵
臨

時
︶
三四、一一、一一
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
関
す
る
交
渉
の
経
緯

藤
山
外
務
大
臣

三四、一一、一一
社

会 

三〇

無

ク 

一〇

社

ク 

一〇

緑

風 

一〇

共

産 

五

第
三
十
四
回

三五、
六、
一
津
波
に
よ
る
災
害

村
上
国
務
大
臣

三五、
六、
一
自

民 

二五

第
三
十
八
回

三六、
三、一〇
上
清
炭
鉱
の
坑
内
火
災
事
故

椎
名
通
商
産
業
大
臣

三六、
三、一〇
社

会 

一五

民

社 

一〇

第
四
十
回

三六、一二、一五
一
部
右
翼
、
旧
軍
人
等
に
よ
る
不
穏
計
画
の
件

安
井
国
務
大
臣

三六、一二、一五
社

会 

二〇

民

社 

一〇

同

志 

一〇

三七、
五、
六
常
磐
線
三
河
島
駅
構
内
に
お
け
る
列
車
衝
突
事
故

斎
藤
運
輸
大
臣

三七、
五、
六
自

民 

一〇

社

会 

一五

緖




三
九
八



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
十
六
回

︵
特

別
︶

二八、
六、二九
九
州
地
方
の
水
害

緒
方
国
務
大
臣

︱

︱

二八、
七、
四
北
九
州
に
お
け
る
豪
雨
の
被
害
状
況

戸
塚
建
設
大
臣

︱

︱

二八、
七、一三
西
日
本
水
害
状
況
及
び
西
日
本
水
害
対
策
本
部
の
対
策
事
項

大
野
国
務
大
臣

二八、
七、一五
緑

風 

二〇

社︵
四
︶ 

二〇

社︵
二
︶ 

一五

二八、
八、
七
相
互
安
全
保
障
計
画
参
加
に
関
す
る
日
米
交
渉
経
過

岡
崎
外
務
大
臣

二八、
八、
七

社︵
四
︶ 

三〇

社︵
二
︶ 

二五

改

進 

二〇

無

ク 

一〇

非

派 

一〇

第
二
十
二
回

︵
特

別
︶

三〇、
四、三〇
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
に
関
す
る
報
告

高
碕
国
務
大
臣

︱

︱

三〇、
五、一三
宇
高
連
絡
船
の
遭
難
事
故

三
木
運
輸
大
臣

三〇、
五、一三
自

由 

一五

社︵
四
︶ 

一五

社︵
二
︶ 

一五

三〇、
五、二七
日
ソ
国
交
問
題

重
光
外
務
大
臣

三〇、
五、二七

自

由 

一五

緑

風 

一五

社︵
四
︶ 

一五

社︵
二
︶ 

一五

無

ク 

一五

第
二
十
四
回

三一、
三、二三
能
代
市
大
火
の
被
害
状
況
と
こ
れ
に
対
す
る
復
興
対
策

馬
場
建
設
大
臣

三一、
三、二三
無

ク 

一五

日
ソ
交
渉
の
経
過

重
光
外
務
大
臣

三一、
三、二三
社

会 

二〇

無

ク 

一〇

三一、
四、二七
日
本
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
間
の
賠
償
交
渉
に
関
す
る
経
緯
報
告

重
光
外
務
大
臣

三一、
四、二七
自

民 

二五

社

会 

二〇

第
二
十
六
回

三二、
五、一六
ア
ジ
ア
諸
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
訪
問
の
件

岸
内
閣
総
理
大
臣

三二、
五、一六
社

会 

二五

第
三
十
回

︵
臨

時
︶
三三、
九、三〇
第
二
十
二
号
台
風
の
災
害
状
況

遠
藤
建
設
大
臣

︱

︱

三三、一〇、一七
外
電
問
題

岸
内
閣
総
理
大
臣

三三、一〇、一七
社

会 

二〇

第
三
十
三
回

︵
臨

時
︶
三四、一一、一一
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
関
す
る
交
渉
の
経
緯

藤
山
外
務
大
臣

三四、一一、一一
社

会 

三〇

無

ク 

一〇

社

ク 

一〇

緑

風 

一〇

共

産 

五

第
三
十
四
回

三五、
六、
一
津
波
に
よ
る
災
害

村
上
国
務
大
臣

三五、
六、
一
自

民 

二五

第
三
十
八
回

三六、
三、一〇
上
清
炭
鉱
の
坑
内
火
災
事
故

椎
名
通
商
産
業
大
臣

三六、
三、一〇
社

会 

一五

民

社 

一〇

第
四
十
回

三六、一二、一五
一
部
右
翼
、
旧
軍
人
等
に
よ
る
不
穏
計
画
の
件

安
井
国
務
大
臣

三六、一二、一五
社

会 

二〇

民

社 

一〇

同

志 

一〇

三七、
五、
六
常
磐
線
三
河
島
駅
構
内
に
お
け
る
列
車
衝
突
事
故

斎
藤
運
輸
大
臣

三七、
五、
六
自

民 

一〇

社

会 

一五

緖




一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

三
九
九



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

民

社 

一〇

無

ク 

一〇

第
四
十
三
回

三八、
五、
八
都
内
に
お
け
る
幼
児
営
利
誘
か
い
事
件
及
び
埼
玉
県
下
に
お
け
る

女
子
高
校
生
殺
害
事
件

篠
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
四
十
五
回

︵
特

別
︶
三八、一二、一一
三
池
炭
鉱
災
害

福
田
国
務
大
臣

三八、一二、一一
社

会 

一〇

鶴
見
事
故
の
報
告

綾
部
国
務
大
臣

三八、一二、一一
社

会 

一〇

第
四
十
六
回

三九、
三、二五
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
傷
害
事
件

大
平
外
務
大
臣

︱

︱

三九、
三、二七
日
韓
会
談
に
関
す
る
報
告

大
平
外
務
大
臣

三九、
三、二七
社

会 

一五

三九、
四、二七
沖
縄
援
助
に
関
す
る
日
米
間
の
書
簡
交
換

大
平
外
務
大
臣

三九、
四、二七
社

会 

一五

三九、
六、一七
新
潟
地
震
の
被
害
状
況

赤
澤
自
治
大
臣

三九、
六、一七
自

民 

一五

社

会 

一五

第
四
十
八
回

四〇、
四、一四
日
鉄
伊
王
島
炭
鉱
爆
発

櫻
内
通
商
産
業
大
臣

四〇、
四、一四
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
一
回

四一、
二、
七
全
日
空
機
の
遭
難
事
故

中
村
運
輸
大
臣

四一、
二、
七
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
二
回

︵
臨

時
︶
四一、
七、二一
七
月
十
五
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
新
潟
地
方
に
お
け
る
集
中
豪
雨

に
よ
る
災
害

瀬
戸
山
国
務
大
臣

四一、
七、二一
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

七

第
五
十
五
回

︵
特

別
︶
四二、
七、一二
昭
和
四
十
二
年
七
月
豪
雨
災
害

塚
原
国
務
大
臣

四二、
七、一二
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
八
回

四三、
五、一七
昭
和
四
十
三
年
十
勝
沖
地
震
の
被
害
状
況

田
中
国
務
大
臣

四三、
五、一七
自

民 
一五

社

会 
一五

公

明 

七

原
子
力
潜
水
艦
佐
世
保
港
入
港
に
伴
う
放
射
能
調
査

鍋
島
国
務
大
臣

四三、
五、一七
社

会 

一五

公

明 

七

第
六
十
一
回

四四、
四、二三
四
月
十
五
日
の
日
本
海
に
お
け
る
米
機
撃
墜
事
件

有
田
国
務
大
臣

四四、
四、二三
社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 

一〇

四四、
六、一三
外
務
大
臣
の
訪
米
報
告

愛
知
外
務
大
臣

四四、
六、一三

社

会 

一五

自

民 

一五

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

五

四四、
六、一八
昭
和
四
十
四
年
産
の
米
穀
の
政
府
買
入
れ
価
格
の
決
定

長
谷
川
農
林
大
臣

四四、
六、一八
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
六
十
三
回

︵
特

別
︶

四五、
三、三一
日
航
機
乗
取
り
事
件

橋
本
運
輸
大
臣

愛
知
外
務
大
臣

︱

︱

四五、
四、
八
日
航
機
乗
取
り
事
件
に
関
す
る
報
告

橋
本
運
輸
大
臣

四五、
四、
八
自

民 

一五

社

会 

一五






四
〇
〇



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

民

社 

一〇

無

ク 

一〇

第
四
十
三
回

三八、
五、
八
都
内
に
お
け
る
幼
児
営
利
誘
か
い
事
件
及
び
埼
玉
県
下
に
お
け
る

女
子
高
校
生
殺
害
事
件

篠
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
四
十
五
回

︵
特

別
︶
三八、一二、一一
三
池
炭
鉱
災
害

福
田
国
務
大
臣

三八、一二、一一
社

会 

一〇

鶴
見
事
故
の
報
告

綾
部
国
務
大
臣

三八、一二、一一
社

会 

一〇

第
四
十
六
回

三九、
三、二五
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
の
傷
害
事
件

大
平
外
務
大
臣

︱

︱

三九、
三、二七
日
韓
会
談
に
関
す
る
報
告

大
平
外
務
大
臣

三九、
三、二七
社

会 

一五

三九、
四、二七
沖
縄
援
助
に
関
す
る
日
米
間
の
書
簡
交
換

大
平
外
務
大
臣

三九、
四、二七
社

会 

一五

三九、
六、一七
新
潟
地
震
の
被
害
状
況

赤
澤
自
治
大
臣

三九、
六、一七
自

民 

一五

社

会 

一五

第
四
十
八
回

四〇、
四、一四
日
鉄
伊
王
島
炭
鉱
爆
発

櫻
内
通
商
産
業
大
臣

四〇、
四、一四
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
一
回

四一、
二、
七
全
日
空
機
の
遭
難
事
故

中
村
運
輸
大
臣

四一、
二、
七
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
二
回

︵
臨

時
︶
四一、
七、二一
七
月
十
五
日
か
ら
十
八
日
ま
で
の
新
潟
地
方
に
お
け
る
集
中
豪
雨

に
よ
る
災
害

瀬
戸
山
国
務
大
臣

四一、
七、二一
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

七

第
五
十
五
回

︵
特

別
︶
四二、
七、一二
昭
和
四
十
二
年
七
月
豪
雨
災
害

塚
原
国
務
大
臣

四二、
七、一二
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

第
五
十
八
回

四三、
五、一七
昭
和
四
十
三
年
十
勝
沖
地
震
の
被
害
状
況

田
中
国
務
大
臣

四三、
五、一七
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

七

原
子
力
潜
水
艦
佐
世
保
港
入
港
に
伴
う
放
射
能
調
査

鍋
島
国
務
大
臣

四三、
五、一七
社

会 

一五

公

明 

七

第
六
十
一
回

四四、
四、二三
四
月
十
五
日
の
日
本
海
に
お
け
る
米
機
撃
墜
事
件

有
田
国
務
大
臣

四四、
四、二三
社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 

一〇

四四、
六、一三
外
務
大
臣
の
訪
米
報
告

愛
知
外
務
大
臣

四四、
六、一三

社

会 

一五

自

民 

一五

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

五

四四、
六、一八
昭
和
四
十
四
年
産
の
米
穀
の
政
府
買
入
れ
価
格
の
決
定

長
谷
川
農
林
大
臣

四四、
六、一八
社

会 

一五

公

明 

一〇

第
六
十
三
回

︵
特

別
︶

四五、
三、三一
日
航
機
乗
取
り
事
件

橋
本
運
輸
大
臣

愛
知
外
務
大
臣

︱

︱

四五、
四、
八
日
航
機
乗
取
り
事
件
に
関
す
る
報
告

橋
本
運
輸
大
臣

四五、
四、
八
自

民 

一五

社

会 

一五






一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
〇
一



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

公

明 

一〇

民

社 

一〇

第
六
十
七
回

︵
臨

時
︶

四六、一一、一七
ロ
ー
ム
斜
面
の
崩
壊
実
験
に
お
け
る
事
故

木
内
国
務
大
臣

四六、一一、一七
社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 

一〇

共

産 

一〇

四六、一二、二三
国
際
通
貨
調
整
に
関
す
る
報
告

水
田
大
蔵
大
臣

四六、一二、二三
社

会 

二〇

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

一〇

第
七
十
一
回

︵
特

別
︶
四八、
二、一五
国
際
通
貨
情
勢

愛
知
大
蔵
大
臣

四八、
二、一五

自

民 

二〇

社

会 

二〇

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

一〇

第
七
十
五
回

五〇、
五、二三
憲
法
問
題

三
木
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

第
七
十
六
回

︵
臨

時
︶
五〇、一〇、一八
青
森
市
に
お
け
る
仮
谷
建
設
大
臣
の
発
言

三
木
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

青
森
市
に
お
け
る
発
言

仮
谷
建
設
大
臣

︱

︱

第
八
十
四
回

五三、
三、二九
新
東
京
国
際
空
港
の
開
港
延
期
及
び
新
東
京
国
際
空
港
に
お
け
る

極
左
暴
力
集
団
の
不
法
行
為

福
永
運
輸
大
臣

加
藤
国
務
大
臣

五三、
三、二九

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 
一〇

民

社 
一〇

五三、
五、一〇
内
閣
総
理
大
臣
の
訪
米
報
告

福
田
内
閣
総
理
大
臣

五三、
五、一〇

自

民 

二〇

社

会 

二〇

公

明 

一二

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
八
十
七
回

五四、
五、二三
内
閣
総
理
大
臣
の
訪
米
並
び
に
第
五
回
国
連
貿
易
開
発
会
議
出
席

及
び
訪
比
に
関
す
る
報
告

大
平
内
閣
総
理
大
臣

五四、
五、二三

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
九
十
回

︵
臨

時
︶
五四、一二、一一

倉
石
法
務
大
臣
の
十
一
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
中

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て

大
平
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

十
一
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
中
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に

関
す
る
部
分
に
つ
い
て

倉
石
法
務
大
臣

︱

︱

第
九
十
一
回

五五、
五、一四
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

大
平
内
閣
総
理
大
臣

五五、
五、一四

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇



四
〇
二



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

公

明 

一〇

民

社 

一〇

第
六
十
七
回

︵
臨

時
︶

四六、一一、一七
ロ
ー
ム
斜
面
の
崩
壊
実
験
に
お
け
る
事
故

木
内
国
務
大
臣

四六、一一、一七
社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 

一〇

共

産 

一〇

四六、一二、二三
国
際
通
貨
調
整
に
関
す
る
報
告

水
田
大
蔵
大
臣

四六、一二、二三
社

会 

二〇

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

一〇

第
七
十
一
回

︵
特

別
︶
四八、
二、一五
国
際
通
貨
情
勢

愛
知
大
蔵
大
臣

四八、
二、一五

自

民 

二〇

社

会 

二〇

公

明 

一五

民

社 

一〇

共

産 

一〇

第
七
十
五
回

五〇、
五、二三
憲
法
問
題

三
木
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

第
七
十
六
回

︵
臨

時
︶
五〇、一〇、一八
青
森
市
に
お
け
る
仮
谷
建
設
大
臣
の
発
言

三
木
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

青
森
市
に
お
け
る
発
言

仮
谷
建
設
大
臣

︱

︱

第
八
十
四
回

五三、
三、二九
新
東
京
国
際
空
港
の
開
港
延
期
及
び
新
東
京
国
際
空
港
に
お
け
る

極
左
暴
力
集
団
の
不
法
行
為

福
永
運
輸
大
臣

加
藤
国
務
大
臣

五三、
三、二九

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

五三、
五、一〇
内
閣
総
理
大
臣
の
訪
米
報
告

福
田
内
閣
総
理
大
臣

五三、
五、一〇

自

民 

二〇

社

会 

二〇

公

明 

一二

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
八
十
七
回

五四、
五、二三
内
閣
総
理
大
臣
の
訪
米
並
び
に
第
五
回
国
連
貿
易
開
発
会
議
出
席

及
び
訪
比
に
関
す
る
報
告

大
平
内
閣
総
理
大
臣

五四、
五、二三

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
九
十
回

︵
臨

時
︶
五四、一二、一一

倉
石
法
務
大
臣
の
十
一
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
中

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て

大
平
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

十
一
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言
中
ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に

関
す
る
部
分
に
つ
い
て

倉
石
法
務
大
臣

︱

︱

第
九
十
一
回

五五、
五、一四
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

大
平
内
閣
総
理
大
臣

五五、
五、一四

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇



一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
〇
三



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
九
十
四
回

五六、
五、一三
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

鈴
木
内
閣
総
理
大
臣

五六、
五、一五

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
九
十
六
回

五七、
六、二二
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

鈴
木
内
閣
総
理
大
臣

五七、
六、二二

自

民 

二五

社

会 

二五

公

明 

二〇

共

産 

一五

民

社 

一五

五七、
七、三〇
昭
和
五
十
七
年
七
月
豪
雨
災
害

松
野
国
務
大
臣

五七、
七、三〇

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
一
回

︵
特

別
︶
五九、
六、一五
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

五九、
六、一八

自

民 

一五

社

会 

二〇

公

明 

一五

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
二
回

六〇、
五、一〇
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

六〇、
五、一〇

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 
一〇

民

社 
一〇

第
百
四
回

六一、
三、一〇
三
月
一
日
の
福
岡
市
に
お
け
る
渡
辺
通
商
産
業
大
臣
の
発
言

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

三
月
一
日
の
福
岡
市
に
お
け
る
発
言

渡
辺
通
商
産
業
大
臣

︱

︱

六一、
三、二八
三
月
二
十
五
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
平
泉
国
務
大
臣

の
発
言

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

三
月
二
十
五
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言

平
泉
国
務
大
臣

︱

︱

六一、
四、二三
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

六一、
四、二三

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
八
回

六二、
二、二七
大
蔵
大
臣
の
帰
国
報
告

宮
澤
大
蔵
大
臣

六二、
二、二七

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
十
三
回

︵
臨

時
︶
六三、一〇、
七
低
温
等
に
よ
る
農
作
物
被
害

佐
藤
農
林
水
産
大
臣

六三、一〇、
七

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

四
〇
四



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
九
十
四
回

五六、
五、一三
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

鈴
木
内
閣
総
理
大
臣

五六、
五、一五

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
九
十
六
回

五七、
六、二二
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

鈴
木
内
閣
総
理
大
臣

五七、
六、二二

自

民 

二五

社

会 

二五

公

明 

二〇

共

産 

一五

民

社 

一五

五七、
七、三〇
昭
和
五
十
七
年
七
月
豪
雨
災
害

松
野
国
務
大
臣

五七、
七、三〇

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
一
回

︵
特

別
︶
五九、
六、一五
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

五九、
六、一八

自

民 

一五

社

会 

二〇

公

明 

一五

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
二
回

六〇、
五、一〇
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

六〇、
五、一〇

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
四
回

六一、
三、一〇
三
月
一
日
の
福
岡
市
に
お
け
る
渡
辺
通
商
産
業
大
臣
の
発
言

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

三
月
一
日
の
福
岡
市
に
お
け
る
発
言

渡
辺
通
商
産
業
大
臣

︱

︱

六一、
三、二八
三
月
二
十
五
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
平
泉
国
務
大
臣

の
発
言

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

︱

︱

三
月
二
十
五
日
の
閣
議
後
の
記
者
会
見
に
お
け
る
発
言

平
泉
国
務
大
臣

︱

︱

六一、
四、二三
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

中
曽
根
内
閣
総
理
大
臣

六一、
四、二三

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
八
回

六二、
二、二七
大
蔵
大
臣
の
帰
国
報
告

宮
澤
大
蔵
大
臣

六二、
二、二七

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

第
百
十
三
回

︵
臨

時
︶
六三、一〇、
七
低
温
等
に
よ
る
農
作
物
被
害

佐
藤
農
林
水
産
大
臣

六三、一〇、
七

自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

民

社 

一〇

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
〇
五



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
二
十
回

平
成三、

一、一八
湾
岸
危
機
対
策

海
部
内
閣
総
理
大
臣

平
成三、

一、一八
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

連

合 

一〇

民

社 

一〇

三、
四、二六
自
衛
隊
掃
海
艇
等
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
へ
の
派
遣
に
関
す
る
報
告

海
部
内
閣
総
理
大
臣

三、
四、二六

自

民 

一〇

社

会 

一〇

公

明 

一〇

共

産 

一〇

連

合 

一〇

民

社 

一〇

第
百
二十一
回

︵
臨

時
︶

三、
八、
五
平
成
三
年
雲
仙
岳
噴
火
災
害
に
関
す
る
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
及
び
報
告
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

��

西
田
国
務
大
臣

三、
八、
八
社

会 

四〇

自

民 

五〇

三、
八、
九

公

明 

二五

共

産 

二〇

連

合 

一五

民

社 

一五

社

会 

二五

第
百
二十六
回

五、
五、一四
我
が
国
文
民
警
察
要
員
死
傷
事
件
と
要
員
の
安
全
対
策
等

河
野
国
務
大
臣

五、
五、一四

自

民 

一〇

社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 
一〇

共

産 
一〇

改

革 

一〇

第
百
二十八
回

︵
臨

時
︶

五、一二、一四
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉

畑
農
林
水
産
大
臣

五、一二、一四
自

民 

二〇

自

民 

一〇

共

産 

一〇

第
百
二十九
回

六、
二、一六
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

��
国
務
大
臣
の
報
告
及
び
演
説
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

��

細
川
内
閣
総
理
大
臣

六、
二、一六
自

民 

二〇

社

会 

一五

共

産 

一五

六、
六、
六
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉

羽
田
内
閣
総
理
大
臣

六、
六、
六
自

民 

二〇

社

会 

一五

共

産 

一〇

六、
六、一〇
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
の﹁
区
割
り
案
の
作
成
方
針
﹂に

関
す
る
報
告

石
井
自
治
大
臣

︱

︱

四
〇
六



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
二
十
回

平
成三、

一、一八
湾
岸
危
機
対
策

海
部
内
閣
総
理
大
臣

平
成三、

一、一八
自

民 

一五

社

会 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

連

合 

一〇

民

社 

一〇

三、
四、二六
自
衛
隊
掃
海
艇
等
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
へ
の
派
遣
に
関
す
る
報
告

海
部
内
閣
総
理
大
臣

三、
四、二六

自

民 

一〇

社

会 

一〇

公

明 

一〇

共

産 

一〇

連

合 

一〇

民

社 

一〇

第
百
二十一
回

︵
臨

時
︶

三、
八、
五
平
成
三
年
雲
仙
岳
噴
火
災
害
に
関
す
る
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
及
び
報
告
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

��

西
田
国
務
大
臣

三、
八、
八
社

会 

四〇

自

民 

五〇

三、
八、
九

公

明 

二五

共

産 

二〇

連

合 

一五

民

社 

一五

社

会 

二五

第
百
二十六
回

五、
五、一四
我
が
国
文
民
警
察
要
員
死
傷
事
件
と
要
員
の
安
全
対
策
等

河
野
国
務
大
臣

五、
五、一四

自

民 

一〇

社

会 

一五

公

明 

一〇

民

社 

一〇

共

産 

一〇

改

革 

一〇

第
百
二十八
回

︵
臨

時
︶

五、一二、一四
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
農
業
交
渉

畑
農
林
水
産
大
臣

五、一二、一四
自

民 

二〇

自

民 

一〇

共

産 

一〇

第
百
二十九
回

六、
二、一六
内
閣
総
理
大
臣
の
帰
国
報
告

��
国
務
大
臣
の
報
告
及
び
演
説
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

��

細
川
内
閣
総
理
大
臣

六、
二、一六
自

民 

二〇

社

会 

一五

共

産 

一五

六、
六、
六
ウ
ル
グ
ァ
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉

羽
田
内
閣
総
理
大
臣

六、
六、
六
自

民 

二〇

社

会 

一五

共

産 

一〇

六、
六、一〇
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
の﹁
区
割
り
案
の
作
成
方
針
﹂に

関
す
る
報
告

石
井
自
治
大
臣

︱

︱

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
〇
七



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
三十一
回

︵
臨

時
︶

六、一〇、
四
外
務
大
臣
の
帰
国
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
と
併
せ
て
質
疑

を
行
っ
た
。

��

河
野
外
務
大
臣

六、一〇、
六
新

緑 

四〇

自

民 

四〇

六、一〇、
七
社

会 

三〇

公

明 

三〇

共

産 

一五

第
百
三十二
回

七、
一、二四
平
成
七
年
兵
庫
県
南
部
地
震
災
害
に
関
す
る
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
と
併
せ
て
質
疑

を
行
っ
た
。

��

小
里
国
務
大
臣

七、
一、二四
平

成 

三五

自

民 

五〇

七、
一、二五

社

会 

三〇

新

緑 

二五

共

産 

二五

平

成 

二五

二

院 

一五

護

リ 

一五

七、
五、二四
オ
ウ
ム
真
理
教
関
連
事
件

野
中
国
務
大
臣

七、
五、二四

自

民 

一〇

社

会 

一〇

平

成 

一〇

新

緑 

一〇

共

産 

一〇

第
百
三十四
回

︵
臨

時
︶

七、一一、二〇
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
大
阪
会
議
等
出
席
報
告
及
び
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
大
阪
会
合
を
中

心
と
す
る
外
交
案
件
に
関
す
る
報
告

橋
本
通
商
産
業
大
臣

河
野
外
務
大
臣

七、一一、二二
自

民 

一五

平

成 

一五

社

会 

一〇

共

産 
一〇

七、一二、一三
現
下
の
金
融
問
題

武
村
大
蔵
大
臣

七、一二、一三
自

民 
一五

平

成 

一五

社

会 

一〇

共

産 

一〇

第
百
三十六
回

八、
二、二三
﹁
新
防
衛
計
画
大
綱
﹂及
び﹁
新
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
﹂に
関
す
る

報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

八、
二、二三
自

民 

一五

平

成 

一五

共

産 

一〇

八、
四、一〇
高
速
増
殖
原
型
炉﹁
も
ん
じ
ゅ
﹂の
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
事
故
に
関

す
る
報
告

中
川
国
務
大
臣

八、
四、一〇
平

成 

一五

社

民 

一〇

八、
四、二二
日
米
首
脳
会
談
及
び
モ
ス
ク
ワ
原
子
力
安
全
サ
ミ
ッ
ト
に
関
す
る

報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

八、
四、二二

自

民 

一五

平

成 

一五

社

民 

一〇

共

産 

一〇

八、
五、一五
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
改
定

中
西
国
務
大
臣

八、
五、一五
平

成 

一五

第
百
四
十
回

九、
四、二五
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
占
拠
事
件
人
質
解
放
に
関
す
る
報
告

梶
山
国
務
大
臣

︱

︱

九、
五、
九
米
国
、
豪
州
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
訪
問
に
関
す
る
報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

九、
五、
九

自

民 

一〇

平

成 

一〇

社

民 

一〇

民

緑 

一〇

共

産 

一〇

四
〇
八



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
三十一
回

︵
臨

時
︶

六、一〇、
四
外
務
大
臣
の
帰
国
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
と
併
せ
て
質
疑

を
行
っ
た
。

��

河
野
外
務
大
臣

六、一〇、
六
新

緑 

四〇

自

民 

四〇

六、一〇、
七
社

会 

三〇

公

明 

三〇

共

産 

一五

第
百
三十二
回

七、
一、二四
平
成
七
年
兵
庫
県
南
部
地
震
災
害
に
関
す
る
報
告

��
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑
と
併
せ
て
質
疑

を
行
っ
た
。

��

小
里
国
務
大
臣

七、
一、二四
平

成 

三五

自

民 

五〇

七、
一、二五

社

会 

三〇

新

緑 

二五

共

産 

二五

平

成 

二五

二

院 

一五

護

リ 

一五

七、
五、二四
オ
ウ
ム
真
理
教
関
連
事
件

野
中
国
務
大
臣

七、
五、二四

自

民 

一〇

社

会 

一〇

平

成 

一〇

新

緑 

一〇

共

産 

一〇

第
百
三十四
回

︵
臨

時
︶

七、一一、二〇
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
大
阪
会
議
等
出
席
報
告
及
び
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
大
阪
会
合
を
中

心
と
す
る
外
交
案
件
に
関
す
る
報
告

橋
本
通
商
産
業
大
臣

河
野
外
務
大
臣

七、一一、二二
自

民 

一五

平

成 

一五

社

会 

一〇

共

産 

一〇

七、一二、一三
現
下
の
金
融
問
題

武
村
大
蔵
大
臣

七、一二、一三
自

民 

一五

平

成 

一五

社

会 

一〇

共

産 

一〇

第
百
三十六
回

八、
二、二三
﹁
新
防
衛
計
画
大
綱
﹂及
び﹁
新
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
﹂に
関
す
る

報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

八、
二、二三
自

民 

一五

平

成 

一五

共

産 

一〇

八、
四、一〇
高
速
増
殖
原
型
炉﹁
も
ん
じ
ゅ
﹂の
ナ
ト
リ
ウ
ム
漏
え
い
事
故
に
関

す
る
報
告

中
川
国
務
大
臣

八、
四、一〇
平

成 

一五

社

民 

一〇

八、
四、二二
日
米
首
脳
会
談
及
び
モ
ス
ク
ワ
原
子
力
安
全
サ
ミ
ッ
ト
に
関
す
る

報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

八、
四、二二

自

民 

一五

平

成 

一五

社

民 

一〇

共

産 

一〇

八、
五、一五
規
制
緩
和
推
進
計
画
の
改
定

中
西
国
務
大
臣

八、
五、一五
平

成 

一五

第
百
四
十
回

九、
四、二五
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
占
拠
事
件
人
質
解
放
に
関
す
る
報
告

梶
山
国
務
大
臣

︱

︱

九、
五、
九
米
国
、
豪
州
及
び
ニ
ュ
ー
・
ジ
ー
ラ
ン
ド
訪
問
に
関
す
る
報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

九、
五、
九

自

民 

一〇

平

成 

一〇

社

民 

一〇

民

緑 

一〇

共

産 

一〇

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
〇
九



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
四十一
回

︵
臨

時
︶

九、一二、
三
新
た
な﹁
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
﹂の
策
定
に
関
す
る
報
告

小
渕
外
務
大
臣

九、一二、
三

自

民 

一五

平

成 

一五

民

緑 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

九、一二、
五
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
非
公
式
首
脳
会
議
及
び
閣
僚
会
議
に
関
す
る
報
告

村
岡
国
務
大
臣

︵
外
務
大
臣
臨
時
代
理
︶

九、一二、
五

自

民 

一五

平

成 

一五

民

緑 

一〇

共

産 

一〇

第
百
四十二
回

一〇、
四、一四
経
済
対
策

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
四、一四

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

自

由 

一〇

一〇、
五、二二
第
二
十
四
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
五、二二

自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

第
百
四十三
回

︵
臨

時
︶

一〇、
九、
三
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
受
け
て
の
当
面
の
対
応
に
関
す

る
報
告

高
村
外
務
大
臣

一〇、
九、
三

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

七

共

産 
七

社

民 

五

自

由 

五

一〇、
九、二五
国
際
連
合
第
五
十
三
回
総
会
及
び
日
米
首
脳
会
談
出
席
等
に
関
す

る
報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
九、二五

自

民 

一五

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

自

由 

一〇

第
百
四十五
回

一一、
五、
七
米
国
公
式
訪
問
に
関
す
る
報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一一、
五、
七

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

参

院 

一〇

四
一
〇



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
四十一
回

︵
臨

時
︶

九、一二、
三
新
た
な﹁
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
﹂の
策
定
に
関
す
る
報
告

小
渕
外
務
大
臣

九、一二、
三

自

民 

一五

平

成 

一五

民

緑 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

九、一二、
五
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
非
公
式
首
脳
会
議
及
び
閣
僚
会
議
に
関
す
る
報
告

村
岡
国
務
大
臣

︵
外
務
大
臣
臨
時
代
理
︶

九、一二、
五

自

民 

一五

平

成 

一五

民

緑 

一〇

共

産 

一〇

第
百
四十二
回

一〇、
四、一四
経
済
対
策

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
四、一四

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

自

由 

一〇

一〇、
五、二二
第
二
十
四
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

橋
本
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
五、二二

自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

社

民 

一〇

共

産 

一〇

第
百
四十三
回

︵
臨

時
︶

一〇、
九、
三
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
受
け
て
の
当
面
の
対
応
に
関
す

る
報
告

高
村
外
務
大
臣

一〇、
九、
三

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

七

共

産 

七

社

民 

五

自

由 

五

一〇、
九、二五
国
際
連
合
第
五
十
三
回
総
会
及
び
日
米
首
脳
会
談
出
席
等
に
関
す

る
報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一〇、
九、二五

自

民 

一五

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

自

由 

一〇

第
百
四十五
回

一一、
五、
七
米
国
公
式
訪
問
に
関
す
る
報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一一、
五、
七

自

民 

一〇

民

主 

一〇

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

参

院 

一〇

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
一
一



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

一一、
六、二五
第
二
十
五
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
、
日
・
欧
州
連
合
定
期
首
脳

協
議
、
日
・
英
首
脳
会
談
及
び
日
・
北
欧
首
脳
会
談
等
に
関
す
る

報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一一、
六、二五

自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

参

院 

一〇

第
百
五十一
回

一三、
三、二三
米
国
訪
問
及
び
え
ひ
め
丸
衝
突
事
故
に
関
す
る
報
告

森
内
閣
総
理
大
臣

一三、
三、二三
民

主 

一五

共

産 

一〇

社

民 

一〇

第
百
五十三
回

︵
臨

時
︶
一三、一〇、三一
第
九
回
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
首
脳
会
議
出
席
及
び
そ
の
際
に

行
わ
れ
た
二
国
間
首
脳
会
談
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一三、一〇、三一
民

主 

一五

共

産 

一〇

第
百
五十四
回

一四、
五、一五
瀋
陽
総
領
事
館
事
件
に
関
す
る
報
告

川
口
外
務
大
臣

一四、
五、一五

自

保 

七

民

主 

一〇

公

明 

七

共

産 

七

国

連 

七

一四、
七、
三
第
二
十
八
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一四、
七、
三

自

保 

一〇

民

主 

一五

共

産 

一〇

国

連 

一〇

一五、
三、二〇
自

保 

一五

第
百
五十六
回

一五、
三、二〇
イ
ラ
ク
に
対
す
る
武
力
行
使
後
の
事
態
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
報

告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一五、
三、二一
民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

国

連 

一〇

一五、
六、
六
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
訪
問
及
び
第
二
十
九
回
主
要
国
首
脳
会

議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一五、
六、
六
自

保 
一五

民

主 
一五

共

産 

一〇

国

連 

一〇

第
百
五十九
回

一六、
四、二一
イ
ラ
ク
に
お
け
る
邦
人
人
質
事
件
等

川
口
外
務
大
臣

一六、
四、二一
民

主 

一〇

共

産 

五

一六、
五、二六
北
朝
鮮
訪
問
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一六、
五、二六
自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

第
百
六十
回

︵
臨

時
︶
一六、
八、
三
第
三
十
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一六、
八、
三
自

民 

一五

民

主 

二〇

第
百
六十一
回

︵
臨

時
︶
一六、一〇、二七
平
成
十
六
年
の
台
風
・
新
潟
県
中
越
地
震
災
害

村
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
百
六十二
回

一七、
三、一八
﹁
新
防
衛
計
画
大
綱
﹂及
び﹁
新
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
﹂に
関
す
る

報
告

大
野
国
務
大
臣

一七、
三、一八
自

民 

五

民

主 

一〇

公

明 

五

一七、
四、二七
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
福
知
山
線
列
車
事
故

北
側
国
土
交
通
大
臣

一七、
四、二七
自

民 

五

民

主 

五

公

明 

五

一七、
七、一一
第
三
十
一
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一七、
七、一一
民

主 

二〇

公

明 

一五

四
一
二



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

一一、
六、二五
第
二
十
五
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
、
日
・
欧
州
連
合
定
期
首
脳

協
議
、
日
・
英
首
脳
会
談
及
び
日
・
北
欧
首
脳
会
談
等
に
関
す
る

報
告

小
渕
内
閣
総
理
大
臣

一一、
六、二五

自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

社

民 

一〇

参

院 

一〇

第
百
五十一
回

一三、
三、二三
米
国
訪
問
及
び
え
ひ
め
丸
衝
突
事
故
に
関
す
る
報
告

森
内
閣
総
理
大
臣

一三、
三、二三
民

主 

一五

共

産 

一〇

社

民 

一〇

第
百
五十三
回

︵
臨

時
︶
一三、一〇、三一
第
九
回
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
首
脳
会
議
出
席
及
び
そ
の
際
に

行
わ
れ
た
二
国
間
首
脳
会
談
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一三、一〇、三一
民

主 

一五

共

産 

一〇

第
百
五十四
回

一四、
五、一五
瀋
陽
総
領
事
館
事
件
に
関
す
る
報
告

川
口
外
務
大
臣

一四、
五、一五

自

保 

七

民

主 

一〇

公

明 

七

共

産 

七

国

連 

七

一四、
七、
三
第
二
十
八
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一四、
七、
三

自

保 

一〇

民

主 

一五

共

産 

一〇

国

連 

一〇

一五、
三、二〇
自

保 

一五

第
百
五十六
回

一五、
三、二〇
イ
ラ
ク
に
対
す
る
武
力
行
使
後
の
事
態
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
報

告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一五、
三、二一
民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

国

連 

一〇

一五、
六、
六
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
訪
問
及
び
第
二
十
九
回
主
要
国
首
脳
会

議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一五、
六、
六
自

保 

一五

民

主 

一五

共

産 

一〇

国

連 

一〇

第
百
五十九
回

一六、
四、二一
イ
ラ
ク
に
お
け
る
邦
人
人
質
事
件
等

川
口
外
務
大
臣

一六、
四、二一
民

主 

一〇

共

産 

五

一六、
五、二六
北
朝
鮮
訪
問
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一六、
五、二六
自

民 

一〇

民

主 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

第
百
六十
回

︵
臨

時
︶
一六、
八、
三
第
三
十
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一六、
八、
三
自

民 

一五

民

主 

二〇

第
百
六十一
回

︵
臨

時
︶
一六、一〇、二七
平
成
十
六
年
の
台
風
・
新
潟
県
中
越
地
震
災
害

村
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
百
六十二
回

一七、
三、一八
﹁
新
防
衛
計
画
大
綱
﹂及
び﹁
新
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
﹂に
関
す
る

報
告

大
野
国
務
大
臣

一七、
三、一八
自

民 

五

民

主 

一〇

公

明 

五

一七、
四、二七
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
福
知
山
線
列
車
事
故

北
側
国
土
交
通
大
臣

一七、
四、二七
自

民 

五

民

主 

五

公

明 

五

一七、
七、一一
第
三
十
一
回
主
要
国
首
脳
会
議
出
席
に
関
す
る
報
告

小
泉
内
閣
総
理
大
臣

一七、
七、一一
民

主 

二〇

公

明 

一五

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
一
三



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
六十三
回

︵
特

別
︶
一七、一〇、一二
パ
キ
ス
タ
ン
等
に
お
け
る
大
地
震

細
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
百
六十四
回

一八、
五、一二
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
出
席
報
告
及
び
在
日
米
軍
再
編
に
係

る
日
米
協
議
に
関
す
る
報
告

麻
生
外
務
大
臣

額
賀
国
務
大
臣

一八、
五、一二
自

民 

五

民

主 

一〇

公

明 

五

第
百
七十四
回

二二、
四、二三
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
出
席
等
に
関
す
る
報
告

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣

二二、
四、二三
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

二二、
五、二六
﹁
宮
崎
県
で
発
生
し
た
口
蹄
疫
﹂に
関
す
る
報
告

赤
松
農
林
水
産
大
臣

二二、
五、二六
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

第
百
七十六
回

︵
臨

時
︶
二二、一一、一七
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
に
関
す
る
報
告

菅
内
閣
総
理
大
臣

二二、一一、一七
民

主 

一五

自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
七十七
回

二三、
六、
一
Ｇ
８
ド
ー
ヴ
ィ
ル
・
サ
ミ
ッ
ト
出
席
等
に
関
す
る
報
告

菅
内
閣
総
理
大
臣

二三、
六、
一
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
七十九
回

︵
臨

時
︶
二三、一一、二一
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力︵
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
︶首
脳
会
議
及
び
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
関
連
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

野
田
内
閣
総
理
大
臣

二三、一一、二一
自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
八十六
回

二六、
四、
四｢

国
家
安
全
保
障
戦
略｣

、｢

平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
係
る
防
衛

計
画
の
大
綱｣

及
び｢

中
期
防
衛
力
整
備
計
画︵
平
成
二
十
六
年
度

~
平
成
三
十
年
度
︶｣

に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二六、
四、
四

自

民 

一〇

民

主 

二〇

公

明 

一〇

み

ん 
一〇

共

産 
一〇

第
百
八十九
回

二七、
五、一八
米
国
公
式
訪
問
に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二七、
五、一八
自

民 
一〇

民

主 

一五

維

新 

一〇

共

産 

一〇

第
百
九
十
回

二八、
一、
四
最
近
の
海
外
出
張
に
関
す
る
報
告

国
務
大
臣
の
報
告
及
び
演
説
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二八、
一、
七

民

主 

一五

自

民 

一五

公

明 

一五

共

産 

一五

民

主 

一五

第
百
九十二
回

︵
臨

時
︶
二八、一一、二五
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力︵
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
︶首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す

る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二八、一一、二五
自

民 

一〇

民

進 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

維

新 

一〇

第
百
九十三
回

二九、
二、一五
米
国
訪
問
に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二九、
二、一五

自

民 

一〇

民

進 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

維

新 

一〇

〔

〕

四
一
四



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
六十三
回

︵
特

別
︶
一七、一〇、一二
パ
キ
ス
タ
ン
等
に
お
け
る
大
地
震

細
田
国
務
大
臣

︱

︱

第
百
六十四
回

一八、
五、一二
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
出
席
報
告
及
び
在
日
米
軍
再
編
に
係

る
日
米
協
議
に
関
す
る
報
告

麻
生
外
務
大
臣

額
賀
国
務
大
臣

一八、
五、一二
自

民 

五

民

主 

一〇

公

明 

五

第
百
七十四
回

二二、
四、二三
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
サ
ミ
ッ
ト
へ
の
出
席
等
に
関
す
る
報
告

鳩
山
内
閣
総
理
大
臣

二二、
四、二三
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

二二、
五、二六
﹁
宮
崎
県
で
発
生
し
た
口
蹄
疫
﹂に
関
す
る
報
告

赤
松
農
林
水
産
大
臣

二二、
五、二六
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

第
百
七十六
回

︵
臨

時
︶
二二、一一、一七
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
首
脳
会
議
に
関
す
る
報
告

菅
内
閣
総
理
大
臣

二二、一一、一七
民

主 

一五

自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
七十七
回

二三、
六、
一
Ｇ
８
ド
ー
ヴ
ィ
ル
・
サ
ミ
ッ
ト
出
席
等
に
関
す
る
報
告

菅
内
閣
総
理
大
臣

二三、
六、
一
民

主 

一〇

自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
七十九
回

︵
臨

時
︶
二三、一一、二一
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力︵
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
︶首
脳
会
議
及
び
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
関
連
首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す
る
報
告

野
田
内
閣
総
理
大
臣

二三、一一、二一
自

民 

一五

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

第
百
八十六
回

二六、
四、
四｢

国
家
安
全
保
障
戦
略｣

、｢

平
成
二
十
六
年
度
以
降
に
係
る
防
衛

計
画
の
大
綱｣

及
び｢

中
期
防
衛
力
整
備
計
画︵
平
成
二
十
六
年
度

~
平
成
三
十
年
度
︶｣

に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二六、
四、
四

自

民 

一〇

民

主 

二〇

公

明 

一〇

み

ん 

一〇

共

産 

一〇

第
百
八十九
回

二七、
五、一八
米
国
公
式
訪
問
に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二七、
五、一八
自

民 

一〇

民

主 

一五

維

新 

一〇

共

産 

一〇

第
百
九
十
回

二八、
一、
四
最
近
の
海
外
出
張
に
関
す
る
報
告

国
務
大
臣
の
報
告
及
び
演
説
に
関
す
る
件
と
し
て

質
疑
を
行
っ
た
。

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二八、
一、
七

民

主 

一五

自

民 

一五

公

明 

一五

共

産 

一五

民

主 

一五

第
百
九十二
回

︵
臨

時
︶
二八、一一、二五
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力︵
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
︶首
脳
会
議
出
席
等
に
関
す

る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二八、一一、二五
自

民 

一〇

民

進 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

維

新 

一〇

第
百
九十三
回

二九、
二、一五
米
国
訪
問
に
関
す
る
報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二九、
二、一五

自

民 

一〇

民

進 

一五

公

明 

一〇

共

産 

一〇

維

新 

一〇

〔

〕

一
三　

国
務
大
臣
の
特
殊
な
事
件
に
関
す
る
報
告
一
覧
表

四
一
五



国
会
回
次

年
月
日

報

告

事

項

報

告

者

質

疑

年
月
日

順
序
及
び
時
間

第
百
九十八
回

令
和元

、
六、
七｢

平
成
三
十
一
年
度
以
降
に
係
る
防
衛
計
画
の
大
綱｣

及
び｢

中
期

防
衛
力
整
備
計
画︵
平
成
三
十
一
年
度
~
平
成
三
十
五
年
度
︶｣

に

関
す
る
報
告

岩
屋
防
衛
大
臣

令
和元

、
六、
七

自

民 

一〇

立

憲 

一五

民

主 

一〇

公

明 

一〇

維

希 

一〇

共

産 

一〇

第
二
百
一
回

二、
四、
三
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
十
五
条
に
定
め
る

政
府
対
策
本
部
の
設
置
等
及
び
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
延
期
に
関
す
る

報
告

安
倍
内
閣
総
理
大
臣

二、
四、
三

自

民 

一〇

※ 

一五

公

明 

一〇

維

新 

一〇

共

産 

一〇

第
二
百
四
回

三、
四、二一
米
国
訪
問
に
関
す
る
報
告

菅
内
閣
総
理
大
臣

三、
四、二一

自

民 

一〇

立

憲 

一五

公

明 

一〇

維

新 

一〇

民

主 

一〇

共

産 

一〇

第
二
百
八
回

四、
四、
一
Ｇ
７
首
脳
会
合
に
関
す
る
報
告

岸
田
内
閣
総
理
大
臣

四、
四、
一

自

民 

一〇

立

憲 

一五

公

明 

一〇

民

主 

一〇

維

新 

一〇

共

産 

一〇

※
立
憲
・
国
民
.
新
緑
風
会
・
社
民

四
一
六


